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平成26年6月12日 

株式会社国際協力銀行/独立行政法人日本貿易保険 

 

JBIC/NEXI環境社会配慮ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの実施状況確認に関する質問 

(2014年5月9日付､｢環境･持続社会｣研究ｾﾝﾀｰより受領)への回答 

 

JBIC･NEXIへの質問 JBIC回答 NEXI回答 

1. <JBIC･NEXI への質問>外部専門家等の意見を求

め活用した案件があれば､案件ごとにその理由を教え

て頂きたい(NGO 提言12 関連)｡ 

調査対象A案件については､全案件で外部専

門家を雇用し､環境ﾚﾋﾞｭｰを実施｡ 

ｶﾃｺﾞﾘ A案件は､全件外部専門家を起用し意

見を求めている｡ 

2. <JBIC･NEXI への質問>世界銀行のｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞﾎﾟﾘｼ

ｰまたは国際金融公社のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ以外に

参照したﾍﾞﾝﾁﾏｰｸがあれば､案件ごとにその基準及び

適用した理由を教えて頂きたい｡ 

全案件において世界銀行のｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞﾎﾟﾘｼｰ

または国際金融公社のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞを

参照｡ 

全案件において世界銀行のｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞﾎﾟﾘｼｰ

または国際金融公社のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞを

参照｡ 

 

3. <JBIC･NEXI への質問>影響を及ぼしやすいｾｸﾀｰ･

特性･影響を受けやすい地域に該当する案件である

が､調査段階のみ(本体工事を伴わない)の支援を行っ

た案件は何件あるか(NGO 提言1 関連)｡ 

該当案件なし｡ 該当案件なし｡ 

4. <NEXI への質問>調査対象 A 案件は何件あるか｡

調査対象 A 案件のうち､EIA および環境許認可証明

書が NEXIに提出されていなかった案件は何件ある

か｡案件ごとにその理由と対処方法を教えて頂きた

い｡ 

- 2013年3月31日までに保険契約を締結した

案件に就いては､案件に対する契約重複を排

除すると34件｡ 

34件全件に就き､EIAと環境許認可証明書を

取得｡ 



 2 
 

5. <JBIC･NEXI への質問>戦略的環境ｱｾｽﾒﾝﾄ(SEA)

ﾚﾍﾞﾙの EIA が JBIC･NEXI に提出された案件は何件

あるか(NGO 提言3 関連)｡ 

該当案件なし｡ 

 

該当案件なし｡ 

 

 

6. <JBIC･NEXI への質問>EIA 及び環境許認可証明

書が提出されなかったことはｶﾃｺﾞﾘ分類結果に記載さ

れているか｡また､別の方法を用いて確認を行ったこと

は環境ﾚﾋﾞｭｰ結果に記載されているか｡ 

環境ﾁｪｯｸﾚﾎﾟｰﾄには､EIA及び環境許認可証

明書の提出に係る記載はない｡なお､調査対

象A案件36件中､EIAが提出されなかったの

は 7件であり､非在来型油ｶﾞｽ田開発案件と､

既存の工業団地内で行われた案件である(実

施状況の確認調査報告p. 9参照)｡ 

また､別の方法を用いて確認を行ったことは明

記していない｡ 

4.に示したように､全件について受領している

ため､該当案件なし｡ 

7. <JBIC･NEXI への質問>調査対象A 案件のうち､現

地実査を行わなかった案件は何件あるか｡案件ごとに

現地実査を行わなかった理由を教えて頂きたい｡ 

2件｡ 

LNGの生産までを海上で行う洋上 LNGﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾄ(資料のﾚﾋﾞｭｰ及び質問状等のやり取りで

十分な確認が出来たため)及び工業団地内で

行われた化学ﾌﾟﾗﾝﾄ改修ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(隣接する別

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで同時期に実地調査及び当局との面

談を実施し､改めて現地実査を行う必要性を

認めなかったため)｡ 

2件｡ 

1件は､既存の工業団地内で近隣住宅もない

ことから不要と判断｡ 

1件は､JBICから情報提供を受けたもの｡ 

8. <NEXI への質問>調査対象B 案件は何件あるか｡ - 13件 
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9. <JBIC･NEXI への質問>調査対象B 案件のうち､環

境ｱｾｽﾒﾝﾄ手続がなされた案件は何件あるか｡ 

13件｡ 

 

6件 

10. <JBIC･NEXI への質問>調査対象 B 案件のうち､

環境ｱｾｽﾒﾝﾄ報告書及び環境許認可証明書を参照し

た案件は何件あるか｡ 

該当案件なし｡ 1件 

11. <NEXI への質問>調査対象 C 案件は何件ある

か｡ 

- 2009/10/1~2013/3/31までｶﾃｺﾞﾘｰ判断を行っ

たものは､ 

248件 

12. <JBIC･NEXI への質問>調査対象 C 案件のうち､

追加設備投資を伴わない権益取得としてｶﾃｺﾞﾘ C に

分類された案件は何件あるか(NGO 提言2 関連)｡ 

4件｡ 

 

5件 

13. <JBIC･NEXI への質問>調査対象 FI 案件のうち､

ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのｶﾃｺﾞﾘをB またはC に限定した案件は

何件あるか｡ 

調査対象FI案件15件中､11件 

 

FI案件なし｡ 

14. <JBIC･NEXI への質問>調査対象 FI 案件のうち､

ｶﾃｺﾞﾘ A 相当のｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを伴う案件は何件あるか

(NGO 提言7 関連)｡ 

調査対象FI案件のうち､ｶﾃｺﾞﾘ A相当のｻﾌﾞﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄに投融資を行えることとなっている案件

は 4件｡ただし､現時点でｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄがｶﾃｺﾞﾘ

Aとなった案件はない｡ 

FI案件なし｡ 

15. <JBIC･NEXI への質問>調査対象 FI 案件のうち､

ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄごとに JBIC/NEXI がｶﾃｺﾞﾘ分類及び､環

境ﾚﾋﾞｭｰを行った案件は何件あるか(NGO 提言 7 関

連)｡ 

調査対象FI案件の中に該当案件なし｡ 

一方､調査対象A案件のうち1件は､FI案件の

ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄであるが JBICが環境ﾚﾋﾞｭｰを行

ったもの｡ 

FI案件なし｡ 
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16. <JBIC･NEXI への質問>調査対象 A 及び B案件

のうち､ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ項目を定めなかった案件は何件ある

か｡うちｶﾃｺﾞﾘ A 案件は何件あるか｡ 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ項目を定めなかった案件は1件(ｶﾃｺﾞ

ﾘ B案件)｡ 

該当案件なし｡ 

全案件にﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ項目を定めている｡ 

17. <JBIC･NEXI への質問>調査対象案件のうち､ｽﾃｰ

ｸﾎﾙﾀﾞｰから配慮が十分でないと指摘があった案件は

何件あるか｡案件ごとにｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰからの指摘内容

と対応状況を教えて頂きたい｡ 

当行として認識しているのは､調査対象案件

のうち1件(ﾌｨﾘﾋﾟﾝのﾆｯｹﾙ鉱山開発案件)｡ 

日本の NGOより地下水のｸﾛﾑ､海水のｶﾄﾞﾆｳ

ﾑ･鉛の基準値超過等に関する指摘あり｡ 

1件｡ 

国際河川の下流域の住民から｢水質の悪化と

水位の乱高下がある､十分な説明を受けてい

ない｣との指摘あり｡ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに起因しないこと

は説明し､理解を得ているものと承知｡ 

18. <JBIC･NEXI への質問>貸付実行･契約の停止あ

るいは借入人に対する期限前償還を求めた案件は何

件あるか｡案件ごとに理由･結果を教えて頂きたい｡ 

該当案件なし｡ 該当案件なし｡ 

19. <JBIC･NEXI への質問>ｳｪﾌﾞｻｲﾄ上でEIA が公開

された案件･EIA 要約版が公開された案件はそれぞ

れ何件あるか(NGO 提言5 関連)｡ 

左記の観点での管理はしておらず､それぞれ

の件数は把握していない｡ 

左記の観点での管理はしていないが､調査対

象案件について公開した件数は以下の通り｡ 

ｶﾃｺﾞﾘ A:33件 

ｶﾃｺﾞﾘ B:1件 

20. <JBIC･NEXI への質問>JBIC･NEXI 両方が支援し

ている案件のうち､EIA が NEXI ｳｪﾌﾞｻｲﾄ上で公開さ

れているが､JBIC ｳｪﾌﾞｻｲﾄ上で公開されていない案

件は何件あるか｡またその逆は何件あるか(NGO 提

言5 関連)｡ 

把握していない｡ 把握していない｡ 
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21. <JBIC･NEXI への質問>JBIC･NEXI 両方が支援し

ている案件のうち､EIA の内容･言語が異なるｹｰｽは

何件あるか(例えば､現在 JBIC/NEXI が検討中のﾄﾙ

ｺ･ｲｽﾞﾐｰﾙの製油所案件では､NEXI がｳｪﾌﾞ上で公開

している EIA1はﾄﾙｺ語だが､JBIC が情報ｾﾝﾀｰで公

開している EIA2は英語で､EIA の作成日や分量も異

なっている)｡ 

原則､翻訳版ではなく､EIAの原本を公開して

いる｡EIAの内容･言語が異なるｹｰｽの件数は

把握していない｡ 

原則､翻訳版ではなく､EIAの原本を公開して

いる｡EIAの内容･言語が異なるｹｰｽの件数は

把握していない｡ 

22. <JBIC･NEXI への質問>公開されたEIA のうち､英

語で記載された文書は何件あるか(NGO提言 6 関

連)｡ 

EIAを公開した調査対象A案件のうち､10件は

英語､12件は英語以外の言語で公開したこと

を確認している｡残り7件については､公開した

EIAの言語を確認できていない｡ 

EIAを公開した調査対象案件のうち､ｶﾃｺﾞﾘ A

で9件､ｶﾃｺﾞﾘ Bで0件｡ 

23. <JBIC･NEXI への質問>調査対象 B 案件のうち､

EIA が公開された案件は何件あるか｡ 

該当案件なし｡ 1件 

24. <JBIC･NEXI への質問>住民移転計画書･先住民

族配慮計画書が公開された案件は､それぞれ何件あ

るか｡ 

項番43､47の回答を参照｡ 4件(全てｶﾃｺﾞﾘ A) 

25. <NEXI への質問>ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果をNEXIが公開して

いる案件は何件か｡ 

- 該当案件なし 
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26. <JBIC･NEXI への質問>代替案の検討が行われ

なかった案件は何件あるか｡案件ごとに検討が行わ

れなかった理由を教えて頂きたい｡ 

8件｡ 

非在来型油ｶﾞｽ田開発案件(6件)(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

全体の代替案は検討されない)､開発済資源

案件の権益更新に関する融資(1件)､発電案

件(1件)｡ 

発電案件では､事前の代替案検討は確認

できなかったものの､環境ﾚﾋﾞｭｰにおいて､事

業者が選択したﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｻｲﾄ､使用燃料､発電

技術等について問題ない旨を外部専門家か

ら確認している｡ 

ｶﾃｺﾞﾘ A 20件 

既存施設の拡張､既存工業都市内の建設や

鉱物資源採掘であり､立地など代替案の検討

が行われるような案件ではなかった｡ 

但し､影響の緩和策については､検討されてい

ることを確認している｡ 

27. <JBIC･NEXI への質問>火力発電ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのうち

他のｴﾈﾙｷﾞｰ源を含む代替案が検討されなかった案

件は何件あるか｡案件ごとに検討されなかった理由を

教えて頂きたい(NGO 提言8 および17 関連)｡ 

後日､回答予定｡ 

 

 

 

後日､回答予定｡ 

28. <JBIC･NEXI への質問>専門家等からなる委員会

を設置した案件は何件か(NGO 提言12関連)｡ 

調査対象A案件のうち､3件｡ 該当案件なし｡ 

29. <JBIC･NEXI への質問>調査対象 A 案件のうち､

影響の回避を優先的に検討されなかった案件は何件

あるか｡案件ごとに検討されなかった理由を教えて頂

きたい(NGO 提言13 関連)｡ 

後日､回答予定｡ 

 

 

後日､回答予定｡ 

30. <NEXI への質問>ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画･環境管理計画が

策定されなかった案件は何件あるか｡案件ごとに策定

されなかった理由を教えて頂きたい｡ 

- 該当案件なし｡ 
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31. <NEXI への質問>調査対象A 案件のうち､労働環

境(労働関連法令の遵守状況･児童労働や強制労働

の状況等)の確認が行われていない案件はあるか｡案

件ごとに行われなかった理由を教えて頂きたい｡ 

- 該当案件なし｡ 

32. <NEXI への質問>現地法制度を遵守していなかっ

た案件は何件あるか｡案件ごとに遵守していなかった

理由を教えて頂きたい｡ 

- 該当案件なし｡ 

33. <JBIC･NEXI への質問>当初の排出予測値が排

出基準値を上回った案件は何件あるか｡それらのか

い離は環境ﾚﾋﾞｭｰ結果に記載されたか(NGO 提言 9 

関連)｡ 

4件｡環境ﾁｪｯｸﾚﾎﾟｰﾄには記載していない｡ 5件｡環境ﾚﾋﾞｭｰ結果には記載していない｡ 

34. <JBIC･NEXI への質問>ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施前の現況値

が既に環境基準値を上回っていた案件は何件ある

か｡それらのかい離は環境ﾚﾋﾞｭｰ結果に記載されたか

(NGO 提言9 関連)｡ 

13件｡環境ﾁｪｯｸﾚﾎﾟｰﾄには記載していない｡ 3件｡環境ﾚﾋﾞｭｰ結果には記載していない｡ 

 

35. <JBIC･NEXI への質問>ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの協議が開

催されなかった案件は何件あるか｡案件ごとに開催さ

れなかった理由を教えて頂きたい｡ 

2件｡中東の開発済み資源案件の権益更新に

関する融資(直接的に影響を受ける地域住民

が周辺に居住していなかったため)及び中南

米の製油所改修ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(当局は EIAを公開

し､また事業者もﾒﾃﾞｨｱを通じてﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ内容

を公開したが､住民からｺﾒﾝﾄは寄せられず､環

境省が住民協議の開催を不要と判断したた

め)｡ 

3件 

2件 :拡張案件で､且つ環境省が住民への説

明不要と判断していたもの 

1件 :再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで制度上説

明を要しないもの｡ただし､情報開示をし､意見

が寄せられれば対応するというもの｡ 
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36. <JBIC･NEXI への質問>調査対象 A 案件のうち､

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｻｲﾄ付近で重要な自然生息地が確認された

案件は何件あるか｡案件ごとに回避策の検討有無を

教えていただきたい(JBIC 確認調査では緩和策を講

じたことが記載されているが回避策の検討有無が不

明)(NGO 提言13 関連)｡ 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｻｲﾄ付近で重要な自然生息地が確認

された案件は 10件であり､6件について回避

策の検討がされた｡ 

後日､回答予定｡ 

37. <NEXI への質問>非自発的住民移転又は用地取

得が発生した案件は何件あるか｡ 

- 20件 

38. <JBIC･NEXI への質問>住民移転または用地取得

が発生しないが住民の生計手段の喪失が大規模に

生じた案件は何件あるか｡どのような確認を行ったか

(ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝでは生計手段の喪失に対しても配慮を行う

ことになっているが､JBIC 確認調査では非自発的住

民移転又は用地取得が発生する案件のみに限定さ

れている)｡ 

該当案件なし｡ 

 

該当案件なし｡ 

39. <JBIC･NEXI への質問>再取得価格に基づき事前

に補償が行われなかった案件は何件あるか｡案件ご

とに行われなかった理由を教えて頂きたい｡ 

｢再取得価格に基づいているか｣という点は確

認できないものの､質問41の回答を参照｡ 

｢再取得価格に基づいているか｣という点は確

認できないものの､質問41の回答を参照｡ 

40. <JBIC･NEXI への質問>補償に関する合意書が作

成された案件は何件あるか(NGO 提言18関連)｡ 

一般的に､補償に関する合意書の作成につい

てまでは確認していない｡ 

 

必ずしも合意文書自身を確認してはいない｡ 
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41. <JBIC･NEXI への質問>生活水準や収入機会､生

産水準が改善または少なくとも回復できていない案件

は何件あるか｡案件ごとに改善･回復できていない理

由を教えて頂きたい｡ 

該当案件なし｡ 

 

該当案件なし｡ 

42. <JBIC･NEXI への質問>影響を受ける人々やｺﾐｭﾆ

ﾃｨｰからの苦情に対する処理ﾒｶﾆｽﾞﾑの整備が行わ

れなかった案件は何件あるか｡案件ごとに行われなか

った理由を教えて頂きたい｡ 

該当案件なし｡ ｶﾃｺﾞﾘ A:4件 

明示的なﾒｶﾆｽﾞﾑの構築は確認できなかった

が､説明･情報開示を行い､住民意見を受け付

けて対応した事は確認した｡ 

43. <JBIC･NEXI への質問>住民移転計画の作成･公

開が行われなかった案件は何件あるか｡案件ごとに

作成･公開が行われなかった理由を教えて頂きたい｡ 

作成が必要な案件は 4件｡3件が作成済みで

あり､1件が作成中｡公開が確認できたのは 2

件｡ 

住民移転があり､移転計画の作成･作成予定

が確認されなかった､又は公開されなかった

案件:1件 

(移転住民全員が金銭補償を希望し合意済

み) 

44. <JBIC･NEXI への質問>影響を受ける人々やｺﾐｭﾆ

ﾃｨｰとの協議が行われなかった案件は何件あるか｡案

件ごとに協議が行われなかった理由を教えて頂きた

い｡ 

2件｡中東の開発済み資源案件の権益更新に

関する融資(直接的に影響を受ける地域住民

が周辺に居住していなかったため)及び中南

米の製油所改修ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(当局は EIAを公開

し､また事業者もﾒﾃﾞｨｱを通じてﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ内容

を公開していたが､住民からｺﾒﾝﾄは寄せられ

ず､環境省が住民協議の開催を不要と判断し

たため) 

3件 

2件 :拡張案件で､且つ環境省が住民への説

明不要と判断していたもの 

1件 :再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで制度上説

明を要しないもの｡ただし､情報開示をし､意見

が寄せられれば対応するというもの｡ 



 10 
 

45. <JBIC･NEXI への質問>先住民族に影響を及ぼす

案件は何件あるか(ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝでは先住民族に影響を

及ぼす場合に配慮を求めているが､JBIC 確認調査で

は現地制度により先住民族の先住権が認められてい

るｴﾘｱ等を含む案件に限定されている)｡ 

先住民族に影響を及ぼす案件を含め､先住民

族への配慮を行っている案件は10件｡ 

先住民族として認識され影響を及ぼす案件

は､8件｡ 

46. <NEXI への質問>先住民族の合意が得られたこと

を確認できなかった案件は何件か｡案件ごとにどのよ

うに対処したかを教えて頂きたい｡ 

- 該当案件なし｡ 

47. <JBIC･NEXI への質問>先住民族計画の作成･公

開が行われなかった案件は何件あるか｡案件ごとに

作成･公開が行われなかった理由を教えて頂きたい｡ 

先住民族への配慮を行っている案件 10件の

うち､作成されなかった案件は 4件｡作成され

ているが公開されなかった案件は1件｡ 

作成されなかった案件は､いずれも現地当局

が先住民との協議に責任を負っていた案件｡

現地当局が協議を行い､理解を得ていたと理

解｡公開されなかった案件は､当事者間の合

意により非公開となったもの｡ 

先住民族として認識され影響を及ぼすとした8

件について､先住民族計画の作成は確認され

ていないが､6件は他と同じ生活若しくは平等

に扱われることになっていたため､“社会的弱

者”として考えられていなかったと推察｡残り 2

件は､計画書ではなく､定期会合等で合意形成

がなされていたためと推察される｡ 

48. <NEXI への質問>調査対象A 案件のうち､事業者

によりﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが適切に行われなかった案件は何件

か｡案件ごとに行われなかった理由を教えて頂きた

い｡ 

- 

 

該当案件なし｡ 

必ずしも提示期限内に受領できていない場合

もあるが､必要な確認を行っている状態である

ことは確認されている｡ 
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49. <JBIC･NEXI への質問>環境ｱｾｽﾒﾝﾄ報告書の作

成にあたって､公用語または広く使用されている言語

で書かれた案件は何件あるか｡ 

EIAが作成された 29案件全てが､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実

施国の公用語または広く使用されている言語

で作成されていた｡ 

ｶﾃｺﾞﾘ A 34件､ｶﾃｺﾞﾘ B1件について､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

実施国の公用語または広く使用されている言

語で作成されていた｡ 

50. <JBIC･NEXI への質問>ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの協議の記

録が作成された案件は何件あるか｡ 

協議の記録の存在は確認していないものの､

EIAが作成された29件中､26件は協議の内容

を確認している｡ 

協議の記録の存在を確認しているものは 1

件｡住民等からの発言内容を確認していること

から､議事録ありと推察されるものが21件 

51. <JBIC･NEXI への質問>ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの協議が環

境影響評価項目選定時とﾄﾞﾗﾌﾄ作成時に行われた案

件はそれぞれ何件あるか｡ 

調査対象 A案件全件について協議の時点を

把握しているわけではないが､少なくとも､環境

影響評価項目選定時には10件､ﾄﾞﾗﾌﾄ作成時

には 11件の案件で､ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの協議が

行われたことを確認している｡ 

後日､回答予定｡ 
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環境社会配慮確認のための国際協力銀行ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ実施状況の確認調査報告ｺﾒﾝﾄと質問 

(2014年5月22日付､国際環境NGO FoE Japanより受領)への回答 

 

JBICへの質問 JBIC回答 

52. p.18 ｢(8)非自発的住民移転｣に関する確認調査の対象についての質

問 

確認調査の対象は､住民移転又は用地取得が発生する案件に限られて

おり､生計手段の喪失は含まれていないのでしょうか｡そうである場合､な

ぜ生計手段の喪失が含まれていないのか､その理由をご教示ください｡ 

生計手段についても調査対象｡項番41への回答参照｡ 

53 p.18 ｢投融資の意思決定時点で住民移転や用地取得が完了していな

い場合､JBICがその実施状況をﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞしており､現時点で大きな問題は

生じていない｣という点に関する質問 

意思決定時点に住民移転･用地取得が完了していない案件は何件あった

のでしょうか｡各々のｾｸﾀｰと案件名も合わせて､ご教示ください｡ 

4件｡ 

中南米の炭鉱権益取得､中央ｱｼﾞｱの製油所改修､東南ｱｼﾞｱの火力発

電ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(2件)｡ 

54 p.18 ｢投融資の意思決定時点で住民移転や用地取得が完了していな

い場合､JBICがその実施状況をﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞしており､現時点で大きな問題は

生じていない｣という点に関する質問 

｢現時点で大きな問題は生じていない｣とありますが､ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに則ったも

のであったという理解でよろしいでしょうか｡具体的にご教示ください｡(移

転計画の策定･実施･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞや住民参加･情報公開を伴う移転計画の策

定等々の状況) 

後日､回答予定｡ 
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55 p.18 ｢投融資の意思決定時点で住民移転や用地取得が完了していな

い場合､JBICがその実施状況をﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞしており､現時点で大きな問題は

生じていない｣という点に関する質問 

意思決定時点に住民移転･用地取得が完了していないｹｰｽでは､意思決

定時の合意文書にどのような条件を盛り込み､ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの遵守の確保を

図っているのか､具体的にご教示ください｡ 

後日､回答予定｡ 

 

 


